
新 旧 

構造改革特別区域計画 

（略） 

４ 構造改革特別区域の特性 

（略） 

（６）主な産業

農業では、柑橘類の栽培が盛んで、中でもマルチ栽培温州みかんやそ

の加工品である１００％生ジュースなどが市場の評価を得ている。 

林業においては、杉・檜を中心とした素材生産や、それを加工する製

材業が盛んであり、一部事業者においては特殊な加工を施した製品を生

産するなど、熊野産材の高付加価値化に努めている。 

水産業においては、県内有数の漁場を持ち、サンマやカツオ漁など近

海漁業が盛んで、併せて真鯛等の養殖漁業も行われてきた。近年では、

マグロの養殖にも取り組むなど、新たな挑戦も始まっている。

また、熊野市の大きな産業となりつつあるのが観光業であり、平成２

６年７月に世界遺産登録 １０周年となる 熊野古道と近年のアウトドア

ブームの効果により、熊野市をはじめとする東紀州地域には、熊野古道

（伊勢道）を目的とした観光客が年間２５万人 以上 訪れるようになっ

た。 

他に、熊野地域は、訪れる人を癒す豊かな自然が豊富で、海山には数

多くの名勝と手付かずの自然が残されている。海岸部には鬼ヶ城、獅子

岩、楯ヶ崎等、山間部には瀞峡、大丹倉、布引滝等の名勝があるほか、

丸山千枚田などの先人から引き継いだ人の営みによる遺産も守り続けら

れている。 

（７）交通

鉄道は、ＪＲ紀勢本線が名古屋と結んでいる。主要道路は、市を南北

に走る国道４２号に関西方面から国道３０９号が接続し、これに海岸部、

山間部への国道３１１号及び主要県道が交差している。 

また、今年度、高速道路の延長である高規格道路「熊野尾鷲道路」が

熊野市まで開通し、国道４２号線に代わる交通体系の強化による地域経

構造改革特別区域計画 

（略） 

４ 構造改革特別区域の特性 

（略） 

（６）主な産業

農業では、柑橘類の栽培が盛んで、中でもマルチ栽培温州みかんやそ

の加工品である１００％生ジュースなどが市場の評価を得ている。 

林業においては、杉・檜を中心とした素材生産や、それを加工する製

材業が盛んであり、一部事業者においては特殊な加工を施した製品を生

産するなど、熊野産材の高付加価値化に努めている。 

水産業においては、県内有数の漁場を持ち、サンマやカツオ漁など近

海漁業が盛んで、併せて真鯛等の養殖漁業も行われてきた。近年では、

マグロの養殖にも取り組むなど、新たな挑戦も始まっている。

また、熊野市の大きな産業となりつつあるのが観光業であり、平成１

６年７月に世界遺産登録 された 熊野古道と近年のアウトドアブームの

効果により、熊野市をはじめとする東紀州地域には、熊野古道（伊勢道）

を目的とした観光客が年間２５万人 ほど 訪れるようになった。 

他に、熊野地域は、訪れる人を癒す豊かな自然が豊富で、海山には数

多くの名勝と手付かずの自然が残されている。海岸部には鬼ヶ城、獅子

岩、楯ヶ崎等、山間部には瀞峡、大丹倉、布引滝等の名勝があるほか、

丸山千枚田などの先人から引き継いだ人の営みによる遺産も守り続けら

れている。 

（７）交通

鉄道は、ＪＲ紀勢本線が名古屋と結んでいる。主要道路は、市を南北

に走る国道４２号に関西方面から国道３０９号が接続し、これに海岸部、

山間部への国道３１１号及び主要県道が交差している。 

また、平成２５年度には、高速道路の延長である高規格道路「熊野尾

鷲道路」が熊野市まで開通 する予定であり、国道４２号線に代わる交通

体系の強化による地域経済の活性化が期待されている。 



済の活性化が期待されている。 

 ７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

   

（略） 

 

 （１）観光客数 

 熊野古道の世界遺産登録後、増加の傾向が見られたものの、一時の熱狂

的なブームが去るにつれ、観光客数は横ばいとなっている。 

しかし、平成２３年９月の台風１２号以降は、風評被害の影響などもあ

り減少傾向にある。本市が台風から復興したというアピールのためにも、

「どぶろく」や「地域特産物を原料とした果実酒・リキュール」などの新

たな地域資源を活かし、観光客の増加につなげる。 

 

（単位：千人）  

平成２４年度実績 平成２９年度目標 

１，１８５ ２，０００ 

 

（２）グリーンツーリズム・ブルーツーリズム体験者数 

  旅行形態の変化において、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム等の

田舎体験のニーズが高まっており、徐々にではあるが参加者を増やしてい

る。今後、更にその数を増やすため、農家民宿などで提供する「どぶろく」

や「特産柑橘の果実酒」の果たす役割は大きく、田舎体験への興味を促す

きっかけとして期待される。 

（単位：人）  

平成２４年度実績 平成２９年度目標 

３，３６７ ５，０００ 

 

（３）農家民宿や農園レストランによる特定酒類の製造件数 

 農家の「どぶろく」や「特産柑橘の果実酒」製造により、農家民宿や農

園レストランの交流事業が促進される。 

 また、生産から製造・提供までを自らが実施する新しい農業経営への新

規参入が進めば、農家の安定した収入の確保につながる。 

                                    

（単位：件） 

平成２４年度実績 平成２９年度目標 

 ７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

   

 （略） 

 

 （１）観光客数 

 熊野古道の世界遺産登録後、増加の傾向が見られたものの、一時の熱狂

的なブームが去るにつれ、観光客数は横ばいとなっている。 

しかし、平成２３年９月の台風１２号以降は、風評被害の影響などもあり

減少傾向にある。本市が台風から復興したというアピールのためにも、「ど

ぶろく」や「地域特産物を原料とした果実酒・リキュール」などの新たな

地域資源を活かし、観光客の増加につなげる。 

 

（単位：千人）  
 

平成２３年度実績 平成２４年度目標 平成２９年度目標 

１，０１７ １，７００ ２，０００ 

 

（２）グリーンツーリズム・ブルーツーリズム体験者数 

  旅行形態の変化において、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム等の

田舎体験のニーズが高まっており、徐々にではあるが参加者を増やしてい

る。今後、更にその数を増やすため、農家民宿などで提供する「どぶろく」

や「特産柑橘の果実酒」の果たす役割は大きく、田舎体験への興味を促す

きっかけとして期待される。 

（単位：人）  

平成２３年度実績 平成２４年度目標 平成２９年度目標 

１，８４４ ２，８００ ４，５００ 

 

（３）農家民宿や農園レストランによる特定酒類の製造件数 

 農家の「どぶろく」や「特産柑橘の果実酒」製造により、農家民宿や農

園レストランの交流事業が促進される。 

 また、生産から製造・提供までを自らが実施する新しい農業経営への新

規参入が進めば、農家の安定した収入の確保につながる。 

                                    

（単位：件） 

平成２３年度実績 平成２４年度目標 平成２９年度目標 

１ ２ ５ 



１ ５ 

（４）地域特産物を原料とした果実酒・リキュールの製造件数 

  農家だけでなく市内の意欲的な事業者による「地域特産物の果実酒・リ

キュール」の製造という地域資源を活かした取り組みで観光客をターゲッ

トとした新しいビジネス展開が促進される。 

（単位：件） 

平成２４年度実績 平成２９年度目標 

０ ２ 

 

（略） 

 

 （別 紙） 

１ 特定事業の名称 

   ７０９（７１０） 特産酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

   構造改革特別区域内において生産された地域の特産物である農産物

（梅、新姫、シマサルナシ、温州みかん、デコポン、はるみ、ポンカン、

きよみ、夏みかん、せとか、ブルーベリー、レモン、マイヤーレモン、

柚子、又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料

とした果実酒又は地域の特産物である農産物（梅、新姫、シマサルナシ、

温州みかん、デコポン、はるみ、ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、

ブルーベリー、ニンニク、トマト、たかな、しょうが、ほうれん草、さ

つま芋、ハバネロ、ブートジョロキア、人参、レンコン、オクラ、レモ

ン、マイヤーレモン、柚子、又はこれらに準ずるものとして財務省令で

定めるもの。）を原料としたリキュールを製造しようとする者。 

 

 （略） 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

   当該規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、本市が指

定する地域の特産物である農産物（梅、新姫、シマサルナシ、温州みか

ん、デコポン、はるみ、ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、ブルー

ベリー、レモン、マイヤーレモン、柚子、又はこれらに準ずるものとし

て財務省令で定めるもの。）を原料とした果実酒、又は地域の特産物で

（４）地域特産物を原料とした果実酒・リキュールの製造件数 

  農家だけでなく市内の意欲的な事業者による「地域特産物の果実酒・リ

キュール」の製造という地域資源を活かした取り組みで観光客をターゲッ

トとした新しいビジネス展開が促進される。 

（単位：件） 

平成２３年度実績 平成２４年度目標 平成２９年度目標 

０ ０ ２ 

 

（略） 

 

（別 紙） 

１ 特定事業の名称 

   ７０９（７１０） 特産酒類の製造事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

   構造改革特別区域内において生産された地域の特産物である農産物

（梅、新姫、シマサルナシ、温州みかん、デコポン、はるみ、ポンカン、

きよみ、夏みかん、せとか、ブルーベリー、             

   又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料

とした果実酒又は地域の特産物である農産物（梅、新姫、シマサルナシ、

温州みかん、デコポン、はるみ、ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、

ブルーベリー、ニンニク、トマト、たかな、しょうが、ほうれん草、さ

つま芋、ハバネロ、ブートジョロキア、人参、レンコン、オクラ、   

             又はこれらに準ずるものとして財務省令で

定めるもの。）を原料としたリキュールを製造しようとする者。 

 

 （略） 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

   当該規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、本市が指

定する地域の特産物である農産物（梅、新姫、シマサルナシ、温州みか

ん、デコポン、はるみ、ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、ブルー

ベリー、               又はこれらに準ずるものとし

て財務省令で定めるもの。）を原料とした果実酒、又は地域の特産物で

ある農産物（梅、新姫、シマサルナシ、温州みかん、デコポン、はるみ、



ある農産物（梅、新姫、シマサルナシ、温州みかん、デコポン、はるみ、

ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、ブルーベリー、ニンニク、トマ

ト、たかな、しょうが、ほうれん草、さつま芋、ハバネロ、ブートジョ

ロキア、人参、レンコン、オクラ、レモン、マイヤーレモン、柚子、又

はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料としたリ

キュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数

量基準（６キロリットル）が果実酒については２キロリットル、リキュ

ールについては１キロリットルにそれぞれ引き下げられ、酒類製造免許

を受けることが可能になる。 

   当該特例措置の適用により、小規模な事業者も果実酒やリキュールを

通じ地域資源を活用し、観光客をターゲットとした新しいビジネス展開

を図ることができ、観光客の増加を経済効果につなげることができる。 

   なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた場合、酒税納税義

務者として必要な申告納税や記帳義務が発生し、税務当局の検査及び調

査の対象とされる。 

市は、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うととも

に、酒税法の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 

ポンカン、きよみ、夏みかん、せとか、ブルーベリー、ニンニク、トマ

ト、たかな、しょうが、ほうれん草、さつま芋、ハバネロ、ブートジョ

ロキア、人参、レンコン、オクラ、               又

はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。）を原料としたリ

キュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数

量基準（６キロリットル）が果実酒については２キロリットル、リキュ

ールについては１キロリットルにそれぞれ引き下げられ、酒類製造免許

を受けることが可能になる。 

   当該特例措置の適用により、小規模な事業者も果実酒やリキュールを

通じ地域資源を活用し、観光客をターゲットとした新しいビジネス展開

を図ることができ、観光客の増加を経済効果につなげることができる。 

   なお、当該特定事業により酒類の製造免許を受けた場合、酒税納税義

務者として必要な申告納税や記帳義務が発生し、税務当局の検査及び調

査の対象とされる。 

市は、無免許製造を防止するために制度内容の広報周知を行うとともに、

酒税法の規定に違反しないよう、指導及び支援を行う。 
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